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老高発０３２９第５号

老振発０３２９第８号

老老発０３２９第２号

平成２５年３月２９日

各都道府県介護保険主管部（局）長 殿

厚生労働省老健局高齢者支援課長

振 興 課 長

老人保健課長

（公印省略）

「地域包括支援センターの設置運営について」の一部改正について

標記については、「地域包括支援センターの設置運営について」（平成１８年

１０月１８日老計発第１０１８００１号・老振発第１０１８００１号・老老発

第１０１８００１号）の通知により実施されているところであるが、今般、通

知の一部が別添新旧対照表のとおり改正され、平成２５年４月１日から適用す

ることとしたので通知する。

ついては、管内市町村に対して周知徹底を図るとともに、その取り扱いに当

たっては遺漏のなきよう特段の御配慮をお願いするなど、御協力を賜りたい。
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【改正後全文】 

老計発第1 0 1 8 0 0 1 号 

老振発第1 0 1 8 0 0 1 号 

老老発第1 0 1 8 0 0 1 号 

平成１８年１０月１８日 

一部改正：平成２５年３月２９日 

 

都道府県 

各指定都市介護保険主管部（局）長殿 

中 核 市 

厚生労働省老健局計画課長 

 

振興課長 

 

老人保健課長 

 

地域包括支援センターの設置運営について 

 

 

地域包括支援センターの設置運営については、これまでも各種会議などにおいてお示 

ししてきたところであるが、今般、地域包括支援センターの設置運営について、下記の 

とおり取りまとめたところであるので、御了知の上、管内各市町村及び地域包括支援セ 

ンター等に周知を図るとともに、その運用の参考にされたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の技術的助言 

に該当するものである。 

 

記 

 

１ 目的 

地域包括支援センター（以下「センター」という。）は、地域住民の心身の健康の保持

及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び

福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域において一

体的に実施する役割を担う中核的機関として設置されるものである（介護保険法（平成

９年法律第 123 号。以下「法」という。）第 115 条の 46 第１項）。  

 

２ 設置主体 
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センターは、市町村（特別区を含む。以下同じ。）が設置できることとされている。ま

た、法第 115 条の 46 第１項に規定する包括的支援事業の実施の委託を受けた者も包括的

支援事業等を実施するためにセンターを設置できることとされている。 

包括的支援事業の委託を受けることができる者は、包括的支援事業を適切、公正、中

立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人介護支援センター（在宅介護

支援センター）の設置者、地方自治法に基づく一部事務組合又は広域連合を組織する市

町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的として設置され

た公益法人又はＮＰＯ法人その他市町村が適当と認めるものとされている（介護保険法

施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号。以下「施行規則」という。）第 140 条の 67）。 

 

３ 市町村の責務 

 (1) 設置 

市町村は、法第 115 条の 46 第１項の目的を達成するため、センターにおいて適正に

事業を実施することができるよう、その体制の整備に努めるものとする。 

   

 (2) 役割 

センターを市町村が設置する場合と包括的支援事業の実施の委託を市町村から受け

た者が設置する場合のいずれの場合においても、市町村は、その設置の責任主体とし

て、センターの運営について適切に関与しなければならない。 

センターに対する具体的な市町村の関与のあり方については、地域の実情を踏まえ

て市町村において判断されることとなる。例えば、センターの体制整備、センターの

設置・変更・廃止やセンター業務の法人への委託の可否及び方針の決定、毎年度の事

業計画や収支予算、収支決算などセンターの運営に関する事項の確認などについては、

センター設置の責任主体として確実に行わなければならない。 

その際、市町村が事務局となって設置される地域包括支援センター運営協議会（以

下「運営協議会」という。）の議を経なければならない。また、設置の可否やセンター

の担当圏域設定などの最終的な決定は、市町村が行うものである。 

 

 (3) センターで行う事業の実施方針 

市町村は、包括的支援事業をセンターに委託する場合は、委託先に対して、当該包

括的支援事業の実施に係る方針を示さなければならない（法第 115 条の 47 第１項）。

方針の内容については、例えば、以下の①から⑦までに掲げるような内容が考えられ

るが、具体的な方針については、地域の実情に応じて、各市町村が定めることとする。 

ただし、⑤「市町村との連携方針」については、総合相談支援や権利擁護事業等に

おいて、市町村とセンターとが、どのように役割と責任を分担し連携するかといった

具体的な内容を定めることが望ましい。 
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また、市町村が直営でセンターを運営する場合も、同趣旨の運営方針を定めること

が望ましい。 

① 市町村の地域包括ケアシステムの構築方針 

② 区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針 

③ 介護事業者・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク

（地域社会との連携及び専門職との連携）構築の方針 

④ 介護支援専門員に対する支援・指導の実施方針 

⑤ 市町村との連携方針 

⑥ 公正・中立性確保のための方針 

⑦ その他地域の実情に応じて、運営協議会が必要であると判断した方針 

 

 (4) 設置区域 

センターの設置に係る具体的な担当圏域設定に当たっては、市町村の人口規模、業

務量、運営財源や専門職の人材確保の状況、地域における保健福祉圏域（生活圏域）

との整合性に配慮し、最も効果的・効率的に業務が行えるよう、市町村の判断により

担当圏域を設定するものとする。 

 

４ 事業内容 

 (1) 包括的支援事業  

センターは、１の目的に沿って、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括

的に支援するため、 

      ① 介護予防ケアマネジメント業務（法第 115 条の 45 第１項第２号） 

      ② 総合相談支援業務（法第 115 条の 45 第１項第３号） 

      ③ 権利擁護業務（法第 115 条の 45 第１項第４号） 

      ④ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務（法第 115 条の 45 第１項第５号） 

の４つの業務を地域において一体的に実施する役割を担う中核的拠点として、設置さ

れるものである。これらの４つの業務の実施に当たっては、それぞれの業務の有する

機能の連携が重要であることから、包括的支援事業の実施を委託する場合には、すべ

ての業務（介護予防・日常生活支援総合事業（以下この通知において「総合事業」と

いう。）を実施する場合は、二次予防事業対象者向けのケアマネジメント事業を含む。）

を一括して委託しなければならない（法第 115 条の 47 第２項）。 

ただし、センターが包括的支援事業の４つの業務に一体的に取り組むことを前提と

して、地域の住民の利便を考慮し、地域の住民に身近なところで相談を受け付け、セ

ンターにつなぐための窓口（ブランチ）を設けることは可能であり、この場合、セン

ターの運営費の一部を協力費としてブランチに支出することは可能である。 
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① 介護予防ケアマネジメント業務について  

        介護予防ケアマネジメント業務は、二次予防事業対象者（主として要介護状態等

となるおそれの高い状態にあると認められる 65 歳以上の者をいう。以下同じ。）が

要介護状態等になることを予防するため、その心身の状況等に応じて、対象者自ら

の選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に実施され

るよう必要な援助を行うものである（法第 115 条の 45 第１項第２号）。 

        業務の内容としては、二次予防事業対象者の把握に関する事業（法第 115 条の 45

第１項及び施行規則第 140 条の 64）において、市町村が把握・選定した二次予防事

業対象者についての介護予防ケアプランを必要に応じて作成し、地域支援事業にお

ける介護予防事業等が包括的かつ効率的に実施されるよう、必要な援助を行うもの

である。 

 

    ② 総合相談支援業務について 

        総合相談支援業務は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生

活を継続していくことができるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域にお

ける適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を

行うものである（法第 115 条の 45 第１項第３号）。 

        業務の内容としては、初期段階での相談対応及び継続的・専門的な相談支援、そ

の実施に当たって必要となるネットワークの構築、地域の高齢者の状況の実態の把

握を行うものである。 

 

    ③ 権利擁護業務について 

        権利擁護業務は、地域の住民や民生委員、介護支援専門員などの支援だけでは十

分に問題が解決できない、適切なサービス等につながる方法が見つからない等の困

難な状況にある高齢者が、地域において、安心して尊厳のある生活を行うことがで

きるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行うものである（法第 115 条の 45 第

１項第４号）。 

        業務の内容としては、成年後見制度の活用促進、老人福祉施設等への措置の支援、

高齢者虐待への対応、困難事例への対応、消費者被害の防止に関する諸制度を活用

し、高齢者の生活の維持を図るものである。 

 

④ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務について 

        包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし

続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在

宅と施設の連携など、地域において、多職種相互の協働等により連携するとともに、

介護予防ケアマネジメント、指定介護予防支援及び介護給付におけるケアマネジメ
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ントとの相互の連携を図ることにより、個々の高齢者の状況や変化に応じた包括

的・継続的なケアマネジメントを実現するため、地域における連携・協働の体制づ

くりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行うものである（法第 115 条の 45 第

１項第５号）。 

        業務の内容としては、後述する「地域ケア会議」等を通じた自立支援に資するケ

アマネジメントの支援、包括的・継続的なケア体制の構築、地域における介護支援

専門員のネットワークの構築・活用、介護支援専門員に対する日常的個別指導・相

談、地域の介護支援専門員が抱える支援困難事例等への指導・助言を行うものであ

る。 

 

(2) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築 

包括的支援事業を効果的に実施するためには、介護サービスに限らず、地域の保健・

福祉・医療サービスやボランティア活動、インフォーマルサービスなどの様々な社会

的資源が有機的に連携することができる環境整備を行うことが重要である。（法第１１

５条の４６第５項）このため、こうした連携体制を支える共通的基盤として多職種協

働による「地域包括支援ネットワーク」を構築することが必要である。 

法第５条第３項に掲げる地域における包括的な支援体制を推進するためには、この

ような地域包括支援ネットワークを通じて、高齢者個人に対する支援の充実を図ると

ともに、それを支える社会基盤の整備を図る必要がある。そのための一つの手法とし

て、「行政職員をはじめ、地域の関係者から構成される会議体」（以下「地域ケア会

議」という。）を、センター（又は市町村）が主催し、設置・運営することが考えら

れる。 

① 地域ケア会議の目的 

   ア 個別ケースの支援内容の検討を通じた、 

（ⅰ） 地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資する

ケアマネジメントの支援 

（ⅱ） 高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築 

（ⅲ） 個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握 

   イ その他地域の実情に応じて必要と認められる事項 

② 地域ケア会議の機能 

   ア 個別課題の解決 

多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することによって、高齢者の課

題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメン

トの実践力を高める機能 

イ 地域包括支援ネットワークの構築 

高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高
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め地域包括支援ネットワークを構築する機能 

ウ 地域課題の発見 

個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を浮き

彫りにする機能 

エ 地域づくり・資源開発 

インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークなど、地域で必要な資源

を開発する機能 

オ 政策の形成 

地域に必要な取組を明らかにし、政策を立案・提言していく機能 

なお、オについて市町村は、センターの提言を受け、日常生活圏域ニーズ調査結果

等に基づき資源を開発し、次期介護保険事業計画に位置づける等の対応を図ることが

望ましい。 

③  地域ケア会議の主催者及び名称 

上記②のアからウについては主にセンター主催による「地域ケア個別会議」、エ

及びオについては検討内容によってセンターまたは市町村主催による「地域ケア推

進会議」と称するなど、会議の目的・機能に応じて設定することが考えられる。 

なお、各市町村において、すでに上記②の機能を有する会議を実施している場合、

会議の名称変更を強いるものではない。 

④ 地域ケア会議の構成員 

会議の目的に応じ、行政職員、センター職員、介護支援専門員、介護サービス事

業者、保健医療関係者、民生委員、住民組織等の中から、必要に応じて出席者を調

整する。 

なお、地域の実情に応じて上記②のアからウの場合は実務者、エ及びオの場合は

地域包括支援ネットワークを支える職種・機関の代表者レベルによる開催が考えら

れる。 

⑤ 地域ケア会議の留意点 

地域ケア会議は、個人で解決できない課題等を多職種で解決し、そのノウハウの

蓄積や課題の共有によって、地域づくり・資源開発、政策形成等につなげ、さらに

それらの取組が個人の支援を充実させていくという一連のつながりで実施するとと

もに、特に始点となる個別ケースの支援内容の検討は極めて重要であるので、セン

ター（又は市町村）が主体となって取組むことが求められる。 

また、多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築に当たっては、①セン

ター単位のネットワーク、②市町村単位のネットワーク、③市町村の圏域を超えた

ネットワークなど、地域の特性に応じたネットワークを構築することにより、地域

の関係者との相互のつながりを築き、日常的に連携が図られるよう留意する必要が

ある。 
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特に、医療と介護の連携に基づく地域包括ケアの構築のためには、在宅 医療の

関係者との緊密な連携を図ることが望ましい。 

    なお、市町村は、要援護者の支援に必要な個人情報を、個人情報の保護 の観点

にも十分留意しつつ、支援関係者間で共有する仕組みや運用につい て、センター

と連携して構築することが望ましい。 

 

 (3) 指定介護予防支援について 

指定介護予防支援は、介護保険における予防給付の対象となる要支援者が介護予防

サービス等の適切な利用等を行うことができるよう、その心身の状況、その置かれて

いる環境等を勘案し、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サー

ビス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービ

ス事業者等の関係機関との連絡調整などを行うものである。 

この指定介護予防支援の業務は、センターが行う業務とされており、法第 115 条の

22 の規定に基づき、市町村の指定を受ける必要がある。これは、市町村が直営するセ

ンターであっても、同様である。 

また、業務の実施に当たっては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成

18 年厚生労働省令第 37 号。以下「指定介護予防支援基準」という。）を遵守するもの

とする。 

 

 (4) その他 

センターは、（1）から（3）までに掲げる業務を実施するほか、介護予防事業（総合

事業を行う市町村においては、総合事業）のうち、①二次予防事業対象者の把握に関

する事業、②介護予防に関する普及啓発を行う事業、③介護予防に関する活動を行う

ボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援を

行う事業及び④介護予防に関する事業に係る評価を行う事業、並びに総合事業を行う

市町村においては、総合事業のうち⑤ケアマネジメント事業、並びに法第 115 条の 45

第３項に規定する任意事業（法第 115 条の 46 第１項及び施行規則第 140 条の 64）の委

託を受けることができることとされている。 

事業の内容としては、次のとおりである。 

① 二次予防事業対象者の把握に関する事業とは、市町村に住所を有する 65 歳以上の

者に対し、基本チェックリスト配布・回収の実施等により、二次予防事業の対象者

に関する情報収集を行い、二次予防事業対象者の決定を行うものである（二次予防

事業対象者の把握事業）。 

 

② 介護予防に関する普及啓発を行う事業とは、介護予防に資する基本的な知識を普
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及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布、有識者等による講演会や相談会

等の開催など、市町村が効果があると認める事業を適宜実施するものである（介護

予防普及啓発事業）。 

 

③ 介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資す

る地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業とは、介護予防に関するボランテ

ィア等の人材を育成するための研修や介護予防に資する地域活動組織の育成及び支

援など、市町村が地域における介護予防に資する活動の支援として効果があると認

める事業を適宜実施するものである（地域介護予防活動支援事業）。 

 

④ 介護予防に関する事業に係る評価を行う事業とは、二次予防事業（総合事業を実

施する場合は、要支援・二次予防事業）及び一次予防事業それぞれの事業に対する

評価を行う事業であり、介護保険事業計画において定める目標値の達成状況等の検

証を通じ、各施策の事業評価を行うものである（二次予防事業評価事業（総合事業

を実施する場合は、要支援・二次予防事業評価事業）及び一次予防事業評価事業の

一部）。 

 

⑤ ケアマネジメント事業とは、要支援者（指定介護予防支援又は特例介護予防サー

ビス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。）及び二次予防事業対象者に

対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれて

いる環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、予防サービス事業、生活支援

サービス事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助

を行うものである。 

 

⑥ 任意事業とは、介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業その他介護保険事

業の安定化や被保険者の地域における自立した日常生活の支援を行うため、必要な

事業を実施するものである。 

 

５ 事業の留意点 

包括的支援事業等の実施に当たっては、「地域支援事業の実施について」（平成 18 年６

月９日付け老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知）に基づき、行うものとする。 

また、介護予防ケアマネジメント事業及び指定介護予防支援は、制度としては、別の

ものであるが、その実施に当たっては、共通の考え方に基づき、一体的に行われるもの

とする。 

いずれの事業の実施に当たっても、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員（こ

れらに準ずる者を含む。）等がそれぞれの専門性を活かしつつ、以下の点に留意しながら、
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十分に連携を図るものとする。 

 (1) 指定介護予防支援業務の委託について 

指定介護予防支援事業者たるセンターは、指定介護予防支援業務のうち一部を指定

居宅介護支援事業者に委託することができるものとされている。この委託に当たって

は、次の点に留意の上、行うこととする。 

① 公正・中立性を確保する観点から、委託について運営協議会の議を経る必要があ

ること。 

② 指定介護予防支援事業者が業務の一部を委託する場合においても、指定介護予防

支援基準第30条に規定するアセスメント業務や介護予防サービス計画の作成業務等

が一体的に行われるよう配慮しなければならないこと。 

③ 業務を受託する指定居宅介護支援事業者は、都道府県知事が実施する介護予防支

援に関する研修を受講する等必要な知識及び能力を有する介護支援専門員が従事す

る事業者である必要があること。 

④ 指定介護予防支援に係る責任主体は、指定介護予防支援事業者たるセンターであ

り、委託を行った場合であっても、委託先の指定居宅介護支援事業者が介護予防サ

ービス計画の原案を作成する場合には、当該計画が適切に作成されているか、内容

が妥当か等について確認を行うこと、また、委託先の指定居宅介護支援事業者が評

価を行った場合には、当該評価の内容について確認を行い、当該評価を踏まえ今後

の指定介護予防支援の方針等を決定すること。 

⑤ 委託料については、介護予防サービス計画費、指定居宅介護支援事務所への委託

範囲を勘案して、業務量に見合った適切な額を、センターが指定居宅介護支援事業

所との契約において設定すること 

⑥ 指定介護予防支援を委託するにあたっては、正当な理由なしに特定の指定居宅介

護支援事業者に偏らないこと。 

⑦ 指定介護予防支援を委託するにあたっては、委託先の指定居宅介護支援事業所の

業務に支障の無い範囲で委託すること 

 

 (2)  要支援者向けのケアマネジメント事業の委託について 

総合事業を実施する市町村は、ケアマネジメント事業を市町村から委託を受けたセ

ンターの設置者が、要支援者向けのケアマネジメント事業の一部を指定居宅介護支援

事業者に委託する場合においては、(1)に掲げる①～⑦について、必要に応じて参酌す

ることが望ましい。 

 

(3) その他 

センターは、必ずしも 24 時間体制を採る必要はないが、緊急時の対応等の場合も想

定し、センターの職員に対して速やかに連絡が取れるような体制を整備しておくこと
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が必要である。 

また、センターは、要介護者に対する指定居宅介護支援事業所の紹介を行う際には、

正当な理由なしに特定の指定居宅介護支援事業所に偏らないよう、公平・中立性の確

保に努める必要がある。 

 

６ 職員の配置等 

 (1) センターの人員 

センターには、包括的支援事業を適切に実施するため、原則として①保健師、②社

会福祉士、③主任介護支援専門員を置くこととする（施行規則第 140 条の 66 第１項第

２号）。 

しかしながら、三職種の確保が困難である等の事情により、この人員によりがたい

場合には、これらに準ずる者として、以下に掲げる者を配置することもできることと

されている。 

① 保健師に準ずる者として、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師。な

お、この経験のある看護師には准看護師は含まないものとする。 

② 社会福祉士に準ずる者として、福祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上又は

介護支援専門員の業務経験が３年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談

援助業務に３年以上従事した経験を有する者 

③ 主任介護支援専門員に準ずる者として、「ケアマネジメントリーダー活動等支援事

業の実施及び推進について」（平成 14 年４月 24 日付け老発第 0424003 号厚生労働省

老健局長通知）に基づくケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員

としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門

員への支援等に関する知識及び能力を有している者 

 

 (2) センターの職員の員数 

専らセンターの行う業務に従事する職員として、一のセンターが担当する区域にお

ける第一号被保険者の数がおおむね 3000 人以上 6000 人未満ごとに置くべき員数は、

保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員（これらに準ずる者を含む。）それぞれ各

１人とされている（施行規則第 140 条の 66 第１項第２号）。 

ただし、次に掲げる場合には、センターの担当する区域における第一号被保険者の

数に応じ、以下の表のとおりとすることができる（施行規則第 140条の 66第１項３号）。 

① 第一号被保険者の数がおおむね 3000 人未満の市町村に設置する場合 

② 市町村合併があった市町村又は一部事務組合若しくは広域連合で、原則の基準で

はセンターの運営に支障があると運営協議会において認められた場合 

③ 人口規模にかかわらず、地理的条件その他の事情を勘案して、特定の生活圏域に

一のセンターの設置が必要であると運営協議会において認められた場合 
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第一号被保険者の数 配置すべき人員 

おおむね 1000 人未満 保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等

のうち１人又は２人 

おおむね 1000 人以上

2000 人未満 

保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等

のうち２人（うち１人は専らその職務に従事する

常勤の職員とする。） 

おおむね 2000 人以上

3000 人未満 

専らその職務に従事する常勤の保健師等を１人

及び専らその職務に従事する常勤の社会福祉士

等・主任介護支援専門員等のいずれか１人 

センターの業務における責任体制を明確にし、また、専門職員の資質を担保する観

点からは、常勤の職員を確保することが必要であり、各市町村においては、直営のセ

ンターにおいては、常勤職員を確保するとともに、委託を行う場合には、常職員を確

保できる事業者を選定するものとする。 

ただし、センターの規模等に応じ、各職種ごとに専門職員を複数配置する場合には、

一部の専門職員は非常勤でも可能である。また、常勤職員を配置することが著しく困

難な場合にあっては、適切な業務遂行を確保できるかどうかについて運営議会の判断

を得た上で、経過的に、センター職員の一部を常勤換算方法により必要人員数確保す

ることでも足りるものとする。 

なお、専門３職種以外の職員（センター長、事務員など）を配置することについて

は、包括的支援事業の業務内容や委託料の額等を勘案した上で、市町村が地域の実情

に応じて判断することとして差し支えない。 

 

 (3) 指定介護予防支援事業者の配置基準  

指定介護予防支援基準において、指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事

業所ごとに保健師その他介護予防支援に関する知識を有する職員（以下「担当職員」

という。）を、事業が円滑に実施できるよう、１人以上の必要数を配置しなければなら

ないとされている（指定介護予防支援基準第２条）。 

この担当職員は、次のいずれかの要件を満たすものであって、都道府県が実施する

介護予防支援に関する研修を受講する等必要な知識及び能力を有する者を充てる必要

がある。 

    ① 保健師 

    ② 介護支援専門員 

    ③ 社会福祉士 

    ④ 経験ある看護師 

 ⑤ 高齢者保健福祉に関する相談業務等に３年以上従事した社会福祉主事 

そのほか必要な人員については、指定介護予防支援基準において規定されている。 
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 (4) 兼務関係について 

センターにおける各業務を適切に実施するために、センター以外の業務との兼務は

基本的には認められず、センターの業務に専従していることが必要である。ただし、

以下の場合には、兼務することとしても差し支えない。 

① 小規模市町村や専門職員を複数配置する場合には、適切な事務遂行を確保できる

と判断できるのであれば、センター業務以外の業務を行うことは差し支えない。 

② 介護予防支援の事業については、センターが指定介護予防支援事業者としての指

定を受けて行う業務とされている。したがって、センターの職員と指定介護予防支

援事業所の職員とは、(1)から(3)までの各要件を満たすものであれば、兼務して差

し支えないものである。また、利用者の給付管理に係る業務等の事務的な業務に従

事する者は、人員の基準の対象外であるため、兼務して差し支えない。 

 

また、指定介護予防支援事業所の管理者は、専らその職務に従事する常勤の者でな

ければならないとされているが、指定介護予防支援の業務及びセンターの業務に従事

する場合には、兼務することとしても差し支えない。 

 

 (5) センター職員の連携について 

センターの職員は、センターにおける各業務を適切に実施するため、組織マネジメン

トを通じて、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の三職種をはじめとするセンタ

ーの職員全員が、地域の課題に対する共通認識を持ち、目的を共有化し、連携及び協力

して業務を実施しなければならない。 

 

７ 地域包括支援センター運営協議会 

センターは、市町村が設置した運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な

運営を確保することとされている（施行規則第 140 条の 66 第４号）。 

運営協議会の目的は、センターにおける各業務の評価等を行うことで、センターの適

切、公正かつ中立な運営の確保を目指すことである。そのため、センターに年度毎の事

業計画を立てさせ、業務の遂行状況を評価し、次年度の事業に反映させる等、ＰＤＣＡ

サイクルを確立させるために、センターから事業計画書等を提出させて評価する必要が

ある。 

センターの設置・変更・廃止などに関する決定は、市町村が行うものであり、運営協

議会は市町村の適切な意思決定に関与するものである。このため、利用者や被保険者の

意見を反映させることができるよう、構成員を選定する必要がある。 

 

(1) 設置基準 
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原則として、市町村ごとに１つの運営協議会を設置する。なお、複数のセンターを

設置する市町村であっても、運営協議会については、１つ設置することで差し支えな

いが、地域の実情に応じて、例えばセンター毎に設置することも考えられる。また、

複数の市町村により共同でセンターを設置運営する場合にあっては、運営協議会につ

いても共同で設置することができる。 

 

 (2) 構成員等 

運営協議会の構成員については、次に掲げるところを標準とし、センターの公正・

中立性を確保する観点から、地域の実情に応じて市町村長（特別区の区長を含む。）が

選定する。なお、構成員は非常勤とし、再任することができる。 

① 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体（医師、歯科医

師、看護師、介護支援専門員、機能訓練指導員等） 

② 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者（第１号及び

第２号） 

③ 介護保険以外の地域の社会的資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関

係者 

④ 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験者 

また、運営協議会には会長を置くこととし、会長は、構成員の互選により選任する。 

なお、運営協議会には、在宅介護支援センター等の福祉関係団体が参画することが

望ましい。 

 

(3) 所掌事務 

      運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

    (a) センターの設置等に関する次に掲げる事項の承認に関すること 

① センターの担当する圏域の設定 

② センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の委託先法人の選定又は

センターの業務の委託先法人の変更 

③ センターの業務の委託先法人の予防給付に係る事業の実施 

④ センターが指定介護予防支援の業務の一部を委託できる指定居宅介護支援事業

所の選定 

⑤ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると

判断した事項 

 

(b) センターの行う業務に係る方針に関すること 

運営協議会は、本通知３（３）により、市町村が示すこととされているセンター

が行う業務に係る方針が適切かどうか、市町村に対して意見を述べるものとする。 
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    (c) センターの運営に関すること 

① 運営協議会は、毎年度、センターより次に掲げる書類の提出を受けるものとす

る。 

ア 当該年度の事業計画書及び収支予算書 

イ 前年度の事業報告書及び収支決算書 

ウ その他運営協議会が必要と認める書類 

② 運営協議会は、上記（b）の方針に基づいて、事業が適切に実施されているかど

うか、必要な基準を作成した上で、定期的に又は必要な時に、事業内容等を評価

するものとする。その際には、①イの事業報告書によるほか、次に掲げる点を勘

案するものとする。 

ア センターが作成する介護予防サービス計画において、正当な理由なく特定の

事業者が提供するサービスに偏っていないか 

イ センターにおける介護予防サービス計画の作成の過程において、特定の事業

者が提供するサービスの利用を不当に誘因していないか 

ウ 要介護者への指定居宅介護支援事業所の紹介を公正・中立に行っているか 

エ 介護予防支援の委託先が、正当な理由なく特定の指定居宅介護支援事業所に

偏っていないか 

オ 介護予防支援を指定居宅介護支援事業所に委託するにあたり、委託先の業務

に支障のない範囲で委託しているか 

カ 事業計画の進捗状況はどうか 

キ 地域連携の仕組みづくりが適切に実施されているか 

ク 介護支援専門員への支援が適切に実施されているか 

ケ 高齢者虐待対応や権利擁護対応について、市町村と連携して適切な対応が取

れているか 

コ 市町村はセンターに対して適切な支援を実施しているか 

サ その他運営協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項 

なお、総合事業を実施する市町村において、要支援者介護予防ケアマネジメン

ト事業を市町村から委託を受けたセンターの設置者が要支援者介護予防ケアマネ

ジメント事業の一部を指定居宅介護支援事業所に委託する場合は、運営協議会に

おいて、必要に応じて上記エ、オを参酌して評価することが望ましい。 

 

    (d) センターの職員の確保に関すること 

        運営協議会は、センターの職員を確保するため、必要に応じ、運営協議会の構成

員や、地域の関係団体等の間での調整を行う。 
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    (e)  その他の地域包括ケアに関すること 

        運営協議会は、地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地

域包括支援ネットワークを支える地域の社会的資源の開発その他の地域包括ケアに

関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項を行う。 

    また、４（2）に規定する地域ケア会議の目的・機能に合致し、地域づくり、資源

開発、政策形成等にかかる検討を行う場合は、地域ケア会議とみなして差し支えな

い。 

 

(4) 事務局 

    運営協議会の事務局は、市町村に置く。 

   

(5) その他 

市町村は、運営協議会の設置の準備のため、地域包括支援センター運営協議会準備

委員会（以下「準備委員会」という。）を設置することができる。準備委員会が、運営

協議会の設置要綱を決定することで、運営協議会を設立する。 

また、準備委員会は、既存の介護保険事業計画作成委員会、各市町村における審議

会等の既存組織を活用することとしても差し支えない。 

  

８ 地域包括支援センターの構造及び設備 

センターの構造については、特別な施設基準はないが、業務を行う上で支障がないよ

う、各業務を行う場所は一体であることが望ましい。 

ただし、職員配置上の問題等により、センターの業務と指定介護予防支援に関する業

務を一体に行う場所を設けることが困難である場合には、当面分離することもやむを得

ないが、その場合には、以下の点に留意することが必要である。 

① 相互に連絡・調整を密に行い、センターとしての業務の組織的・一体的な実施に

支障がないものであること 

② 可能な限り速やかに、一体的に実施できる場所を確保すること 

     

９ その他 

センターの業務を適切に実施していくためには、地域住民にもセンターの存在を周知

することが重要であることから、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものと

する。 
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事 務 連 絡

平成 年２月 日

各 都道府県 介護保険担当課（室） 御中

厚生労働省老健局振興課

「地域ケア会議」に関するＱ＆Ａの送付について

介護保険行政の推進につきましては、日頃からご協力をいただき厚く御礼申し上げ

ます。

地域包括支援センター等において設置・運営される「地域ケア会議」については、

「地域包括支援センターの設置運営について」（平成 年 月 日老計発第

号・老振発第 号・老老発第 号 課長連名通知、平成 年３月 日付一

部改正）において位置づけたところですが、今般、その具体的な解釈について、別紙

のとおり取りまとめましたので、管内市（区）町村、関係団体、関係機関等に周知い

ただきますようよろしくお願いいたします｡

（参考資料）

・「地域ケア会議」の５つの機能

・「地域ケア会議」を活用した個別課題解決から地域包括ケアシステム実現までのイメージ

（照会先）

厚生労働省老健局振興課

地域包括ケア推進係

電話 （内線 ， ）
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別紙

「地域ケア会議」に関するＱ＆Ａ

問１ 今般、「地域ケア会議」を通知に位置づけた背景は何か。

（答） 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年へ向けて、高齢者が尊厳を保ちながら、住み慣

れた地域で自立した生活をおくることができるよう、国は、医療、介護、予防、住まい及

び生活支援サービスが、日常生活の場で切れ目なく提供できる地域での体制（地域包括ケ

アシステム）づくりを推進しています。 

これを実現するためには、①高齢者個人に対する支援の充実と、②それを支える社会基

盤の整備とを同時にすすめる必要があります。 

このため、今般、①専門多職種の協働のもと、公的サービスのみならず他の社会資源も

積極的に活用しながら、高齢者個人の課題分析と在宅生活の限界点を上げるための支援の

充実に向けた検討を行い、これらの個別ケースの検討の積み重ねを通じて、高齢者の自立

支援に資するケアマネジメントを地域全体に普及することにより、地域で高齢者を支える

ネットワークを強化するとともに、②高齢者の自立を支援するための具体的な地域課題や

ニーズを行政に吸い上げ、社会基盤整備につなげる一つの手法として、地域ケア会議を通

知に位置づけたところです。 

各地域においては、市町村の方針や従来の活動の流れを汲んで、様々な取組が行われて

きましたが、その目的や手法が多様であることから、今回このように整理したところです。 

現在行われている取組が、後述する目的に合致しているか、また、どの機能に該当する

かを確認のうえ、地域包括ケアシステムの実現につながるよう、充実強化していくことが

求められます。 

 

 

問２ 「地域ケア会議」にはどのような目的と機能があるのか。

（答） 

地域ケア会議の目的については、課長通知の中で「ア 個別ケースの支援内容の検討に

よるもの」と「イ 地域の実情に応じて必要と認められるもの」に大別しています。 

前者については、課長通知のⅰ～ⅲで既に示していますが、後者については、例えば、

個別ケースの検討による課題解決を積み重ねることによって明らかになった共通の要因や

地域課題及び日常生活圏域ニーズ調査で把握された地域課題を基に、地域づくりや新たな

資源開発、政策形成等につなげるものを取り扱うことが考えられます。 

  これらを踏まえて地域ケア会議の有する機能を整理すると、個別ケースの支援内容の検

討によるものについては、 
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① 多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することによって、高齢者の課題 

解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの 

実践力を高める「個別課題解決機能」 

それを通じた 

② 高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め 

地域包括支援ネットワークを構築する「ネットワーク構築機能」 

③ 個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を浮き彫

りにする「地域課題発見機能」 

が主なものとして挙げられます。 

また、地域の実情に応じて必要と認められるものとしては、 

④ インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークなど、地域で必要な資源 

を開発する「地域づくり・資源開発機能」 

⑤ 地域に必要な取組を明らかにし、政策を立案・提言していく「政策形成機能」 

などが考えられます。 

 

 これらの目的・機能は、一度の会議ですべてを網羅することは困難であるため、課題や

目的に応じて、開催方法や実施回数、参加者等を検討する必要があります。地域の実情に

応じて既存の会議を活用しながら、丌足している部分を強化していくことが重要です。 

 特に、個別ケースの検討による①～③は重点的な取組が求められます。 

 

また、会議の主催者及び名称については、実施主体の判断によりますが、その機能に着 

目し、①から③については主に地域包括支援センター主催による「地域ケア個別会議」、④ 

及び⑤については検討内容によって地域包括支援センターまたは市町村主催による「地域

ケア推進会議」と称するなど、会議の機能に応じて設定することが考えられます。 

 いずれが主催する場合も、ひとりひとりの高齢者が尊厳を保ちながら、住み慣れた地域

で自立した生活を送ることができるよう支援することを目指しています。 

会議の設置・運営に当たっては、上記のような地域ケア会議の全体像（目的・機能）を 

十分に理解した上で、開催目的を明確にして実施することが求められます。 

 

 

問３ 「地域ケア会議」で行う個別ケースの検討と「サービス担当者会議」、「事例検討会」

の違いは何か。

（答） 

「サービス担当者会議」は、介護支援専門員の主催により、ケアマネジメントの一環と 

して開催するものです。効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、利

用者の状況等に関する情報を各サービス担当者等と共有するとともに、専門的な見地から

意見を求め、具体的サービスの内容の検討、調整を図るものであり、その位置づけは地域

ケア会議とは異なります。 

なお、サービス担当者会議においては、保健・医療職やインフォーマルサービス、住民 

組織等の協力者の参加が少ないという実態があります。 
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一方、「地域ケア会議」で行う個別ケースの検討は、地域包括支援センター又は市町村の 

主催により、包括的支援事業の一環として、幅広い地域の多職種の視点により、それぞれ  

の専門性に基づくアセスメントやケア方針の検討がなされる場です。この検討を通じて、 

高齢者に対する包括的ケアと自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高め、保健・ 

医療職やインフォーマルサービス等を含めた地域包括支援ネットワークの構築、地域課題 

の把握等を行います。 

また、これらの積み重ねにより、介護支援専門員のケアマネジメント能力が向上し、そ 

の結果、サービス担当者会議が充実することが期待されます。 

 

なお、「事例検討会」は、援助者の実践力向上を図ることを目的とした場合、研修として 

の意味合いが強く、ここでいう「地域ケア会議」とは異なります。 

 

 

問４ 個別ケースの支援内容の検討はどのように行うか。

（答） 

個別ケースの検討に取り上げる事例は、市町村の方針に基づき、地域包括支援センター

又は市町村が選定します。包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の一環として支援困

難事例の相談・支援から事例を取り上げる場合、総合相談支援業務等の一環として住民や

関係機関等からの相談事例を取り上げる場合、各市町村の課題に応じて関係者に事例の提

供を求める場合等が考えられます。 

支援困難事例の場合は、主に介護支援専門員が抱える困難事例等、総合相談支援事例の 

場合は、地域住民や医療機関等の関係機関による支援要請事例等に対し、地域包括支援セ 

ンターの三職種をはじめとした多職種による課題分析を行い、必要に応じて多様な機関と 

の連携や役割分担を行い、サービス利用者や地域住民のＱＯＬ向上と自立支援に資するケ 

アマネジメントの支援を検討します。 

また、市町村の課題に応じて事例提供を求める場合は、たとえば小規模な居宅介護支援 

事業所、経験の浅い介護支援専門員が担当する事例、新規開設事業所の事例、軽度者の区 

分変更事例、予防プランの委託事例、障害者自立支援法からの移行事例、小規模多機能型 

居宅介護など地域密着型サービスの利用事例、施設入所待機中の事例、施設入所者の事例 

等、市町村として潜在課題が予測される事例に焦点を当てることが考えられます。 

いずれの会議も、出席者への追及の場ではなく、よりよいケアマネジメントが行われる

よう多職種が支援チームとなって検討する場であり、サービス利用者や地域住民のＱＯＬ

と地域のケアの質の向上が目的です。したがって、主催者側は意見を述べるだけではなく、

必要に応じて、その後のモニタリングや支援内容に対する事後フォローを行うことが求め

られ、プランを変更することとなった際は、利用者等への説明や他機関との調整について、

介護支援専門員をバックアップすることが重要です。 
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問５ 地域づくり・資源開発、政策形成を行うために「地域ケア会議」ではどのような検討

を行うのか。

（答） 

「地域ケア会議」において個別ケースの課題を解決していく中で、地域に丌足している

資源やサービス、連携が丌十分な職種・機関、新たに取り組むべき課題等が明らかになっ

てくるため、これらを関係者で共有し、社会基盤の整備についての検討を行うことが考え

られます。 

これらの地域課題は、日常生活圏域内の調整で解決可能な課題から、市町村全域での検 

討が必要な課題もあるため、それぞれのレベルの課題を地域包括支援センターと市町村職 

員が共有し、地域で必要な資源の開発を検討して政策に反映させていきます。 

この場合、案件によっては地域における関係者の代表者レベルによる開催が必要なケー 

スも考えられます。 

なお、会議内容の具体例は以下のとおりです。 

① 地域づくり・資源開発等の例 

・公的サービスだけでは支えきれない課題（ゴミ出し、見守り等）がある場合、住民

組織やボランティアとの協働などについて検討 

・特定の機関（医療機関、施設等）との連携が進まない場合、関係者で好事例を共有

し改善方法を検討 

・特定の介護支援専門員やサービス事業者の課題（自立支援の理解丌足、サービス過

剰、サービス過少等）の解決のため、職能団体や事業者団体のネットワーク化によ

る解決方法を検討 

 

② 政策形成等の例 

・圏域内で解決困難な課題（買い物弱者の移動手段、孤立死防止に関する企業との連

携等）について、市町村での事業化・施策化の必要性について提言 

・地域ケア会議で見出した地域で実践されている有効な解決策を、地域全体に普及す

ることについて提言 

 

  以上のような取組により、以下に示すような政策形成につなげていくことが重要です。 

・市町村は、地域包括支援センターの提言を受け、日常生活圏域ニーズ調査など計画策

定に関する調査結果とあわせ、地域のニーズ量に基づき資源を開発し、次期介護保

険事業計画に位置づけ 

・市町村内で解決困難な課題（医療資源の丌足、道路・交通、法制度上の課題等）に

ついて、広域的な検討の場及び国・都道府県等に対して政策を提言し、提言を受け

た国・都道府県等は適切に対応 
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問６ 「地域ケア会議」の開催によってどのような効果が得られるか。

（答） 

地域ケア会議は、個人で解決できない課題を多職種協働で解決し、そのノウハウの蓄積

や課題の共有によって、地域づくり・資源開発、政策形成等につなげ、さらにそれらの取

組が個人の支援を充実させていくという一連のつながりがあります。 

その効果を具体的に挙げると、サービス利用者や家族にとっては、より良いケアマネジ

メントが提供されることとなるため、サービス利用者の自立支援やＱＯＬの向上につなが

ります。 

また、介護支援専門員と事業者にとっては、他の専門分野の知識を得る機会になり、他

機関との役割分担やサポートによって負担が軽減します。さらに、支援チームが課題解決

の経験を積み重ねることによって、類似事例においても自主的な実践が可能となり、早期

対応が重度化を防止することにもなります。 

こうした取組は、地域ケア会議に参加した関係者のスキルアップや事業者間での質の管

理にも役立ち、保険者にとっては、適正な介護給付の維持と地域包括ケアシステムの構築

につながり、地域住民にとっては、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるという効

果があります。 

このように、「地域ケア会議」の実践は、地域包括ケアシステムの構築・発展に有効な機

能であり、サービス利用者は勿論のこと、支援者、市町村及び地域住民にとっても様々な

効果をもたらすものであると言えます。 

 

 

問７ 個別ケースの検討は行わなくてもよいか。

（答） 

地域包括ケアシステムづくりのためには、①高齢者個人に対する支援の充実と、②それ

を支える社会基盤の整備とを同時にすすめる必要があります。 

地域ケア会議における個別ケースの検討は、自立支援に資するケアマネジメントの実現、

サービス利用者のQOLの向上、関係者のOJT等の効果が期待されるところであり、これ

らの積み重ねにより、地域における個別支援の最適な手法が蓄積されます。また、これら

の事例の課題分析等を行うことで、社会基盤の整備に資するニーズや地域課題を把握する

ことができます。 

  したがって、地域包括ケアシステムづくりのために、地域ケア会議において個別ケース

の検討を行うことは大変重要な取組であると言えます。 
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問８ 「地域包括支援センター運営協議会」を「地域ケア会議」に置き換えてもよいか。

（答） 

地域包括支援センター運営協議会は、地域包括支援センターの業務に関する評価を行い、

センターの適切、公正かつ中立な運営の確保を目指すこと目的としていますが、運営要綱

７-（３）に規定する所掌事務のうち、「（ｅ）その他地域包括ケアに関すること」について、

地域づくり・資源開発、政策形成等の地域ケア会議の目的・機能に合致する内容の検討を

行う場合は、地域ケア会議に置き換えて差し支えありません。 
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※
地
域
ケ
ア
会
議
の
参
加
者
や
規
模
は
、
検
討
内
容
に
よ
っ
て
異
な
る
。

 

「
地
域
ケ
ア
会
議
」
の
５
つ
の
機
能

 

←
実
務
者
レ
ベ
ル

代
表
者
レ
ベ
ル
→

 

個
別
課
題

 
解
決
機
能

 
地
域
課
題

 
発
見
機
能

 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

 
構
築
機
能

 

地
域
づ
く
り
・

 
資
源
開
発

 
機
能

 

政
策

 
形
成

 
機
能

 

■
自
立
支
援
に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
支
援

 
■
支
援
困
難
事
例
等
に
関
す
る
相
談
・
助
言

 
※
自
立
支
援
に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
サ
ー
ビ
ス
提
供

 
  の
最
適
な
手
法
を
蓄
積

 
※
参
加
者
の
資
質
向
上
と
関
係
職
種
の
連
携
促
進

 
→
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
の
充
実

 

■
潜
在
ニ
ー
ズ
の
顕
在
化

 
・
サ
ー
ビ
ス
資
源
に
関
す
る
課
題

 
・
ケ
ア
提
供
者
の
質
に
関
す
る
課
題

 
・
利
用
者
、
住
民
等
の
課
題
等

 
■
顕
在
ニ
ー
ズ
相
互
の
関
連
づ
け

 

■
地
域
包
括
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築

 
■
自
立
支
援
に
資
す
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

 
 の
普
及
と
関
係
者
の
共
通
認
識

 
■
住
民
と
の
情
報
共
有

 
■
課
題
の
優
先
度
の
判
断

 
■
連
携
・
協
働
の
準
備
と
調
整

 

 
 

市
町
村
・
地
域
全
体
で
開
催

 
市市
町町
村村
・・
地地

日
常
生
活
圏
域
ご
と
に
開
催

 

個
別
事
例
ご
と
に
開
催

 

個
別
ケ
ー
ス
の
検
討

 
地
域
課
題
の
検
討

 

個
別
事
例
の
課
題
解
決
を

 
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
り
、

 
地
域
課
題
が
明
ら
か
に
な
り
、

普
遍
化
に
役
立
つ

 

地
域
の
関
係
者
の
連
携
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、

 
住
民
ニ
ー
ズ
と
ケ
ア
資
源
の
現
状
を
共
有
し
、

 
市
町
村
レ
ベ
ル
の
対
策
を
協
議
す
る

 

検
討
結
果
が
個
別
支
援
に

 
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る

 

市
町
村
レ
ベ
ル
の
検
討
が
円
滑
に
進
む

 
よ
う
、
圏
域
内
の
課
題
を
整
理
す
る

 

自
助
・
互
助
・
共
助
・

公
助
を
組
み
合
わ
せ

た
地
域
の
ケ
ア
体
制

を
整
備

 

 
地
域
包
括

 
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の

実
現
に
よ
る

 
地
域
住
民
の

 
安
心
・
安
全
と

 
Ｑ
Ｏ
Ｌ
向
上

 

機 能 具 体 的 内 容 規 模 ・ 範 囲 ・ 構 造

■
有
効
な
課
題
解
決
方
法
の
確
立
と
普
遍
化

 
■
関
係
機
関
の
役
割
分
担

 
■
社
会
資
源
の
調
整

 
■
新
た
な
資
源
開
発
の
検
討
、
地
域
づ
く
り

 

■
需
要
に
見
合
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備

 
■
事
業
化
、
施
策
化

 
■
介
護
保
険
事
業
計
画
等
へ
の
位
置
づ
け

 
■
国
・
都
道
府
県
へ
の
提
案
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連
絡
調
整

 

保
健
所
・保

健
セ
ン
タ
ー

 
医
療
機
関
・
薬
局

 
訪
問
看
護
ｽ
ﾃ
ｰｼ
ｮﾝ

 

介
護
支
援
専
門
員

 

「
地
域
ケ
ア
会
議
」
を
活
用
し
た
個
別
課
題
解
決
か
ら
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
実
現
ま
で
の
イ
メ
ー
ジ

Ｎ
Ｐ
Ｏ

 
民
生
委
員

住
民
組
織

 

介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
者

 

在
宅
医
療
連
携
拠
点

 

警
察
署

 
消
防
署

 

民
間
企
業
等

 

市
町
村
レ
ベ
ル
の
地
域
ケ
ア
会
議

地
域
課
題
の
発
見
・
把
握

社
会
福
祉
協
議
会

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 

○
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

(又
は
市
町
村

)は
、
多
職
種
協
働
に
よ
る
個
別
ケ
ー
ス
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
の
た
め
の
実
務
者
レ
ベ
ル
の
地
域
ケ
ア
会
議
を
開
催

 
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
こ
で
蓄
積
さ
れ
た
最
適
な
手
法
や
地
域
課
題
を
関
係
者
と
共
有
す
る
た
め
の
地
域
ケ
ア
会
議
を
開
催
す
る
。
 

○
市
町
村
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
で
把
握
さ
れ
た
有
効
な
支
援
方
法
を
普
遍
化
し
、
地
域
課
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
、
代
表
者
レ
ベ
ル
の
地
域
ケ
ア

 
 
会
議
を
開
催
す
る
。
こ
こ
で
は
、
需
要
に
見
合
っ
た
サ
ー
ビ
ス
資
源
の
開
発
を
行
う
と
と
も
に
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
等
の
専
門
機
関
や
住
民
組
織
・
民
間
企
業
 

 
等
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
連
結
さ
せ
て
、
地
域
包
括
ケ
ア
の
社
会
基
盤
整
備
を
行
う
。
 

○
市
町
村
は
、
こ
れ
ら
を
社
会
資
源
と
し
て
介
護
保
険
事
業
計
画
に
位
置
づ
け
、
PD
CA
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
実
現
へ
と
つ
な
げ
る
。
 

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

の
実
現
へ

保
健
所
・保

健
セ
ン
タ
ー

医
療
機
関
・
薬
局

訪
問
看
護
ｽ
ﾃ
ｰｼ
ｮﾝ

警
察
署

消
防
署

民
間
企
業
等

社
会
福
祉
協
議
会

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

連
絡
調
整

Ｎ
Ｐ
Ｏ

民
生
委
員

住
民
組
織

地地
域域
課課
題題
のの
発発
見見
・・
把把
握握

連
絡
調
整

住
民
組
織

地
域
づ
く
り
・
資
源
開
発
の
検
討

地
域
包
括
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

政
策
形
成

社
会
基
盤
整
備
・
介
護
保
険
事
業
計
画
等
の

行
政
計
画
へ
の
位
置
づ
け
な
ど

Ｂ
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

地
域
ケ
ア
会
議

 
（
個
別
ケ
ー
ス
検
討
）
 

Ａ
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

地
域
ケ
ア
会
議

 
(個
別
ケ
ー
ス
検
討
）
 

圏
域
ご
と
の
地
域
ケ
ア
会
議

 
圏
域
ご
と
の
地
域
ケ
ア
会
議
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高
齢

者
が

住
み

慣
れ

た
地

域
で

生
活

を
継

続
で

き
る

よ
う

に
す

る
た

め
、
介

護
、

医
療

、
生

活
支

援
、

介
護

予
防

を
充

実
。

低
所

得
者

の
保

険
料

軽
減

を
拡

充
。

ま
た

、
保

険
料

上
昇

を
で

き
る

限
り

抑
え

る
た

め
、
所

得
や

資
産

の
あ

る
人

の
利

用
者

負
担

を
見

直
す

。

介
護
保
険
制
度
の
改
正
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て

②
費

用
負

担
の

公
平

化
①

地
域

包
括

ケ
ア

シ
ス

テ
ム

の
構

築

○
地

域
包

括
ｹｱ

ｼｽ
ﾃﾑ

の
構

築
に

向
け

た
地

域
支

援
事

業
の

充
実

*
 介

護
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
は
、
前
回
改
正
に
よ
る
2
4
時
間
対
応
の
定
期

巡
回
サ
ー
ビ
ス
を
含
め
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
を
推
進

*
 介

護
職
員
の
処
遇
改
善
は
、
2
7
年
度
介
護
報
酬
改
定
で
検
討

サ
ー

ビ
ス

の
充

実

○
低
所
得
者
の
保
険
料
の
軽
減
割
合
を
拡
大

・
給

付
費

の
5
割

の
公

費
に

加
え

て
別

枠
で

公
費

を
投

入
し

、
低

所
得

者
の

保
険

料
の

軽
減

割
合

を
拡

大

低
所

得
者

の
保

険
料

軽
減

を
拡

充

①
全

国
一

律
の

予
防

給
付

(
訪

問
介

護
・

通
所

介
護

)
を

市
町

村
が

取
り

組
む

地
域

支
援

事
業

に
移

行
し

、
多

様
化

重
点

化
・

効
率

化

①
一

定
以

上
の

所
得

の
あ

る
利

用
者

の
自

己
負

担
を

引
上

げ
・

２
割

負
担

と
す

る
所

得
水

準
を

、
６

５
歳

以
上

高
齢

者
の

所
得

上
位

2
0
％

と

し
た

場
合

、
合

計
所

得
金

額
1
6
0
万

円
（
年

金
収

入
で

、
単

身
2
8
0
万

円
以

上
、

夫
婦

3
5
9
万

円
以

上
）
。

た
だ

し
、

月
額

上
限

が
あ

る
た

め
、

見
直

し
対

象
の

全
員

の
負

担
が

2
倍

に
な

る
わ

け
で

は
な

い
。

・
医

療
保

険
の

現
役

並
み

所
得

相
当

の
人

は
、

月
額

上
限

を
3
7
,2

0
0
円

か

ら
4
4
,4

0
0
円

に
引

上
げ

②
低

所
得

の
施

設
利

用
者

の
食

費
・

居
住

費
を

補
填

す
る

「
補

足
給
付
」
の
要
件
に
資
産
な
ど
を
追
加

・
預

貯
金

等
が

単
身

1
0
0
0
万

円
超

、
夫

婦
2
0
0
0
万

円
超

の
場

合
は

対
象

外

・
世

帯
分

離
し

た
場

合
で

も
、

配
偶

者
が

課
税

さ
れ

て
い

る
場

合
は

対
象

外

・
給

付
額

の
決

定
に

当
た

り
、

非
課

税
年

金
（
遺

族
年

金
、

障
害

年
金

）
を

収

入
と

し
て

勘
案

*
不
動
産
を
勘
案
す
る
こ
と
は
、
引
き
続
き
の
検
討
課
題

重
点

化
・

効
率

化

○
こ

の
ほ

か
、

「
20
25

年
を

見
据

え
た

介
護

保
険

事
業

計
画

の
策

定
」
、

「
サ

ー
ビ

ス
付

高
齢

者
向

け
住

宅
へ

の
住

所
地

特
例

の
適

用
」
、

「
居

宅
介

護
支

援
事

業
所

の
指

定
権

限
の

市
町

村
へ

の
移

譲
・
小

規
模

通
所

介
護

の
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

へ
の

移
行

」
等

を
実

施

*
 段

階
的
に
移
行
（
～
２
９
年
度
）

*
 介

護
保
険
制
度
内
で
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
で
あ
り
、
財
源
構
成
も
変
わ
ら
な
い
。

*
 見

直
し
に
よ
り
、
既
存
の
介
護
事
業
所
に
よ
る
既
存
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
、
N
P
O
、

民
間
企
業
、
住
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
協
同
組
合
等
に
よ
る
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
が
可
能
。
こ
れ
に
よ
り
、
効
果
的
・
効
率
的
な
事
業
も
実
施
可
能
。

②
特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

の
新

規
入

所
者

を
、

原
則

、
要

介
護

３
以
上
に
限
定
（
既
入
所
者
は
除
く
）

*
 要

介
護

１
・
２

で
も

一
定

の
場

合
に

は
入

所
可

能

*
保
険

料
見
通
し
：
現
在
5
,0
0
0
円
程
度
→
2
0
2
5
年
度
8
,2
0
0
円
程
度

*
軽
減

例
：
年
金
収
入
8
0
万
円
以
下

5
割
軽
減

→
7
割
軽
減
に
拡
大

*
軽
減

対
象
：
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
（
6
5
歳
以
上
の
約
３
割
）

①
在

宅
医

療
・

介
護

連
携

の
推

進

②
認

知
症

施
策

の
推

進

③
地

域
ケ

ア
会

議
の

推
進

④
生

活
支

援
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

・
強

化
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地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案

介
護

保
険

法
（
平
成
９
年
法
律
第
１
２
３
号
）

（
第
１
１
５
条
関
係
条
文

地
域

ケ
ア
会

議
関

係
の

抜
粋

）
【
平

成
２
７
年

４
月

１
日

施
行

】

改
正
案

（
地
域
支
援
事
業
）

第
百
十
五
条
の
四
十
五

（
略
）

２
（
略

）
三

保
健
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
に
よ
る
被
保
険
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
の

検
証
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
そ
の
他
の
状
況
に
関
す
る
定
期
的
な
協
議
そ
の
他
の
取
組
を

通
じ
、
当
該
被
保
険
者
が
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
包
括
的
か
つ
継
続
的
な
支
援
を
行
う

事
業

（
略
）

（
会

議
）

第
百
十
五
の
四
十
八

市
町
村
は
、
第
百
十
五
条
の
四
十
五
第
二
項
第
三

号
に
掲
げ
る
事
業
の
効
果
的
な
実
施
の
た
め
に
、
介
護
支
援
専

門
員
、
保
健
医
療
及
び
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
、
民
生
委
員
そ
の
他
の
関
係
者
、
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
関
係
者
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
会
議
」
と
い
う
。
）
を
置
く
よ

う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
会

議
は
、
要
介
護
被
保
険
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
被
保
険
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
援
対
象
被
保
険
者
」
と

い
う
。
）
へ
の
適
切
な
支
援
を
図
る
た
め
に
必
要
な
検
討
を
行
う
と
と
も
に
、
支
援
対
象
被
保
険
者
が
地
域
に
お
い
て
自
立
し
た
日
常

生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
支
援
体
制
に
関
す
る
検
討
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３
会

議
は
、
前
項
の
検
討
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
等
に
対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
開
陳

そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
関

係
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
会
議
か
ら
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力
の
求
め
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
会

議
の
事
務
に
従
事
す
る
者
又
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
会
議
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
。

６
前

各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
議
が
定
め
る
。
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